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概要   

国際会計基準審議会（以下、IASB 又は審議会）は、2021 年 5月 27 日、IFRS 実務記述

書に関する公開草案（ED）2021/6「経営者による説明」を公表した。本 EDは、2010 年に

公表された IFRS 実務記述書第 1 号「経営者による説明」（PS第 1号）の修正を提案するも

のである。   

背景   

経営者による説明は、経営者による検討及び分析、フォワード・ルッキングな情報や非財務

情報を提供することで、企業の財務諸表を補完するものであり、財務報告の重要な一部で

ある。経営者による説明は法域ごとに固有の名称が使用され、例えば「マネジメント・レポー

ト」、「経営者による財務・経営成績の分析（MD&A）」、「経営と財務のレビュー（OFR）」及び

「戦略報告書（Strategic Report）」などがある。 

IASB が PS 第 1号の修正を提案する理由として、他の記述的な報告フレームワークの進

歩に加え、長期的な見通し及び無形の資源や ESGに関する企業固有の事項に十分な焦点

が当てられていないなど、現在の報告実務における問題点などが挙げられている。    

実務記述書（PS）の修正案を開発するにあたり、IASBは、投資者及び債権者に有用となる

情報の識別及び表示のプロセスを促進したいと考えている。もう一つの目的は、企業が「自

社特有の状況の説明」を提供できるような十分な柔軟性を確保しつつ、サステナビリティ報

告に適用される規定やガイダンスなどといった他の記述的な報告に関する規定及びガイダ

ンスにも準拠できるようにすることである。IASB はまた、PSの第三者による保証や執行を

可能にするための十分な規律を確保することも目指す。    

 

重要ポイント   
 

 

• IASBは、IFRS実務記述書第 1号

「経営者による説明」に対する数多く

の改訂を提案している。 

 

• 6つの領域に関する開示目的及び

測定値をはじめ、情報の取捨選択

及び表示に関するガイダンスが提

案されている。 

• 企業は、IFRS基準に準拠するのに

IFRS実務記述書への準拠は必須

ではない。 

• コメント募集期限は 2021年 11

月 23日である。  

 



 
 
 
 

提案内容   

提案は、経営者による説明の全体的な目的、それを支える 6つの領域に関するより細かい

レベルの開示目的及びそれらの目的を達成するために提供する必要がある情報項目の例で

構成されている。    
本 ED はまた、情報をどう取捨選択し、どのように表示するかに関する規定及びガイダンスの

提案も含んでいる。    

長期的に財務業績及び財政状態に影響を与える可能性がある事項の重要性を認識した上

で、IASBは、無形の資源、関係及び ESG 関連事項についての規定及びガイダンスを詳細

に定める付録を別途提案している。   

経営者による説明の目的    

「財務報告に関する概念フレームワーク」（2018 年概念フレームワーク）における財務報告

の目的を基に、本 EDは経営者による説明に関する 2 つの目的を提案している。   

• 「財務諸表で報告される企業の財務業績及び財政状態への投資者及び債権者の理解を
深める情報」を提供すること  

• 「長期を含むあらゆる時間軸において価値を創造しキャッシュ・フローを生成する企業の能
力に影響を与える要因への洞察」を提供すること   

これらの目的を達成するためには、経営者による説明は、投資者及び債権者にとって重要性

のある情報を提供しなければならない。IASB は、重要性のある情報は「主要な事項」に関係

する可能性が高く、「主要な事項」とは、価値を創造しキャッシュ・フローを生成する企業の能

力の基盤となる事項、例えば企業のビジネス・モデルの重要な特性及び経営者の戦略の重

要な側面などであると述べている。    

本提案のもう一つの重要な原則は、経営者による説明は、経営者の視点を提供しなければ

ならないということである。この原則に照らして、経営者による説明における情報は、財務業

績をモニタリングするために使用する測定値など、経営者が使用する情報に基づくものでな

ければならないと IASBは提案している。   

6 つの領域に関する開示目的    

本提案は、経営者による説明は、6つの領域について、より詳細な開示目的を満たすために必

要となる重要性のある情報を提供しなければならないと定めている。これらの目的には、それぞ

れ 3 つの構成要素が存在するとされている。(1)主要目的は、関連領域に関する投資者及び債

権者の情報ニーズを特定する。(2)評価目的は、投資者及び債権者が当該領域に関して実施す

る必要のある評価の内容を特定する。これらに基づき、 (3)詳細目的が、利用者の情報ニーズ

に細かく対応する。IASBは、以下のボトムアップでの検討プロセスを提案している。 

• (3)詳細目的を満たすために必要とされる情報を特定する   

• 情報が特定された (2)評価目的に関する十分な基礎を提供しているかどうかを評価する。
提供していない場合には、これらの評価を行うことができるようにするための追加的な情報
を特定する。 

• (3)詳細目的及び (2)評価目的を満たすのに必要とされる情報が (1)主要目的を満たすの
に十分かどうかを評価する。十分でない場合には、当該主要目的を満たすための追加的
な情報を特定する。   

各領域について、本 EDは主要な事項の例、測定値及び重要性がある情報項目の例を含んで

いる。IASBは、例に挙げられている情報項目がそれらの目的を満たすのに必ず必要とされる訳

ではなく、事実と状況によっては他の情報が求められることもあると強調している。   

 
 

 

 

 

 

 

 

2  IASB が経営者による説明に係わる新しいフレームワークを提案    



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

情報の取捨選択及び表示    

重要性のある情報    
本 EDは、経営者が重要性のある情報をどのように特定すべきかに役立つように設計された

ガイダンスを提案している。これには、主要な事項の特定方法に関するガイダンスと、重要性

のある情報に関する以下の３つの指標が含まれる。    

• 主要な事項に関する情報    

• 経営者が使用する情報   

• 資本市場でのコミュニケーションにおける情報    

IASBはまた、例えばサステナビリティ報告に関心を有する業界団体・組織が公表している記

述的な報告に関する規定又はガイドラインといったものも、重要性のある情報を識別するの

に役立つと示唆している。   

有用な情報の属性   
本 ED は、本目的を満たすためには、経営者による説明における情報は網羅的であり、バラ

ンスがとれ、正確かつ首尾一貫したものでなければならないと提案している。さらに、明快か

つ簡潔で、過去の期間に開示された情報や他の企業が開示した情報と比較可能であり、か

つ検証可能である場合に情報はより有用になると提案している。    

各属性に関する適用指針も提案されている。例えば、IASB は、情報が網羅的であるために

は、過去の期間にすでに開示されている又は公開されている別の報告書において閲覧可能

であっても、重要性のある情報は含めなければならないと提案している。しかし、一定の要件

に該当する場合には、そういった他の参照箇所をクロス・リファレンスすることで当該情報を

含めているとすることも可能な場合がある。    
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提案されている 6つの領域の主要目的   

経営者による説明は、投資者及び債権者が以下を理解できる情報を提供しなければな
らない。   

ビジネス・モデル   

• 企業のビジネス・モデルはどのように価値を創造しキャッシュ・フローを生成するの
か   
 

戦略   

• ビジネス・モデルを持続させ発展するための経営者の戦略    

 

資源及び関係   

• ビジネス・モデル及び経営者の戦略が依拠する資源及び関係    

 
リスク   

• ビジネス・モデル、戦略、資源又は関係を阻害する可能性のあるリスク   

 
外部環境    
• 外部環境が、ビジネス・モデル、戦略、資源、関係又は企業がさらされている
リスクにどのように影響を与えているか、又は与え得るか   

 
財務業績及び財政状態   

• 財務諸表で報告される企業の財務業績及び財政状態   



 
 
 

首尾一貫性を除き、ここで識別された属性は、2018 年概念フレームワークの有用な財務

情報の特性と一致する。6 つの領域は相互に関連しているため、本 ED は、ある領域につ

いて言及された事項が別の領域に関連する場合、利用者がそれらの相互関連性を理解で

きるようにする情報を提供しなければならないと提案している。本 ED はまた、情報は、利用

者がそれを財務諸表の情報と関連づけることができるように提供されることを要求し、経営

者による説明における情報とその他の箇所（例：投資者向けプレゼンテーションやウェブサ

イト）で開示された情報との不整合についても補足的な情報が提供されなければならないと

提案している。   

測定値    
重要性のある情報には、経営者が主要な事項の定性的又は定量的観点をモニタリングす

るために使用される測定値が含まれる可能性が高いことに着目し、本 EDは、企業は財務

諸表に表示されていない測定値を定義、説明したうえで、財務諸表数値との調整を提供し

なければならないと提案している。さらに、経営者の報酬を決定するために使用される測定

値と類似する測定値、又は関連性がある場合には業績予測及び目標に関するコミュニケー

ションを行うのに使用される測定値に関する一定の開示を求めることも提案している。  

  

準拠性    

企業は、IFRS 基準へ準拠していることを主張するために、実務記述書(PS)に準拠すること

が要求されているわけではない。    

2010年、IASB は、規制当局が経営者による説明を義務付けるべきかどうかを決定できる

ように、PS の形態で経営者による説明に関するガイダンスを発行することにした。このアプ

ローチを保持する一方で、IASBは、PS 第 1 号を修正してその準拠性を評価するための実

効性のある基礎を提供し、それにより修正後 PS第 1 号への準拠が実際に執行可能なもの

となることを熱望している。 いずれにせよ、企業は修正後 PS第１号を任意で適用することを

選択することができる。 

IFRS 基準と同様、IASBは、PS のすべての規定に準拠する経営者による説明は、PSへの

準拠に関する明示的かつ無限定の記載を含んでいなければならないと提案している。しか

し、IASBは、PS 第 1号の規定からの逸脱が存在する場合には、その理由を明示すること

で、準拠に関する限定付きの記載を企業が行うことも認めることを提案している。また、IASB

は、企業が財務諸表を IFRS 基準に従って作成していない場合でも、修正後 PS への準拠

の記載を可能とすることを提案している。   

 

次のステップ   

本 ED は、コメント募集期間を 2021 年 11 月 23日までとしている。IASB は、PS 第 1号

の最終的な修正に関する決定を行う前に、受領したコメントを検討する。    
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弊社のコメント   

 

本 ED の提案は、経営者による説明に関する規定及びガイダンスの大規模な見直し

を反映しているが、PS 第 1号の基本的な原則の多くをそのまま保持している。IASB

は、経営者による説明の目的を明確化し、経営者がその目的を達成するために必要

になる情報を識別し表示する際に役立つことに焦点を当ててきた。 

IASBが、投資者及び債権者にとって重要となる ESG関連の事項に関する情報につい

ては、経営者による説明が適切な開示場所であると考えているのは明らかである。ま

た、IASB が、修正後 PSは、例えばサステナビリティ報告規定及びガイダンスと合わせ

て適用されることを想定していることも明らかである。IASBの提案を検討する際、重要

な問いは、経営者が、この複雑なレポーティング体系の全体像を把握し、投資者及び債

権者にとって重要となる企業固有の情報を識別し、そして単一の報告書に表現できるよ

うにすることを手助けする十分なガイダンスを、本提案が提供できるのかという点になる

だろう。  


